
税制改革第二弾 (TRABAHO)セミナー開催のご案内

下院法案第8083号の概要と実務上想定される影響

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

この度、PwCフィリピンでは下記の要領で税制改革第二弾（TRABAHO）セミナーを開催しますのでご案内申
し上げます。法人所得税の減税と優遇税制の合理化を大きな柱とする税制改革第二弾の国会での審議が
現在も続いています。中でも優遇税制の合理化は、PEZA企業をはじめとする経済区企業の今後のフィリピ
ンにおける事業展開に大きな影響をおよぼすことが懸念されており、審議の行方に注目が集まっています。
今回のセミナーでは、9月10日に下院で可決されたTRABAHO法案（HB No.8083）の概要およびその実務
に与えうるインパクトについて日本語で解説致します。
皆様におかれましては大変ご多忙と存じますが、万障お繰り合わせの上ご参加頂きますようお願い申し上げ
ます。

敬具
記

日時 2018年10月23日（火）15：00～17：30（14：30受付開始）

会場 Tower Club（タワークラブ）
（33th Floor, Philamlife Tower, Paseo de Roxas, Makati city）

定員 80名様（お申し込み順とさせて頂きます）

言語 日本語

参加費 無料

プログラム 時間 主なトピック 講師

税制改革第二弾に
かかる下院法案
（HB No.8083）の
概要

15：00～
16：00

 TRABAHO法案（HB No.8083）の概要とポイン
ト解説

 法人所得税の改正
 優遇税制の合理化
 TRABAHO法案のその他の提案内容

日系企業部
マネージャー
林田 俊哉

休憩 16：00～
16；10

TRABAHOの実務
に与えうる影響

16：10～
17：10

 TRABAHO法案の実務に与え得る影響
 優遇税制の合理化と経済区企業へ与える影
響（法人所得税、VAT、関税、地方税、その他項
目）
 税制改革第二弾を巡る最新動向
 タックス・アムネスティ法案の現状

日系企業部
ディレクター
日本国公認会計
士
東城 健太郎

質疑応答 17：10～
17：30

PwC Philippines
Tax Partner
Lawrence 
Biscocho

注）トピックについては、一部変更の可能性がありますので予めご了承下さい。

PwC Philippines 

東城 健太郎（ディレクター） Tel：+63 (2) 459 2065 Email: kentaro.tojo@ph.pwc.com

林田 俊哉 （マネージャー） Tel：+63 (2) 459 3186 Email: toshiya.hayashida@ph.pwc.com

© 2018 Isla Lipana & Co. All rights reserved. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. We’re a network of firms in 158 countries with more than 

236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.com. PwC 

refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for 

general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

お問い合わせ: 


